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JobKeeper支援延長 

（2020年 7月 23日発行   /    2020年 9月 24日更新） 
 

 

2020 年 7 月 21 日、オーストラリアの首相と財務大臣は 2020 年 9 月 27 日に終了予定であった JobKeeper 支援 

プログラムを延長することを発表されました。 

 

さらに、2020 年 8 月 7 日、ステージ 4 規制に直面しているメルボルンの現在の状況に基づき、財務大臣は当初

からの JobKeeper と延長案の共に変更事項を提案しました。  

 

9 月上旬にようやく JobKeeper 延長が法制化されたことを受けて、税務署は 2020 年 9 月 16 日から数回に 

わたってウェブ上でのガイダンス公開を開始されました。そのため、9 月 24 日時点で公表されている  

重要内容を要約の上、皆さまへ報告させていただきます（緑色ハイライト箇所は、後日更新予定）。 

 

 
 

JobKeeper 延長のタイムライン 
 

• 2020 年 9 月 27 日： 

JobKeeper 延長 1 の対象とならない場合、JobKeeper プログラムは終了（延長 2 から復活の場合も） 

 

• 2020 年 9 月 28 日以降： 

JobKeeper 延長 1 が開始され、JobKeeper 支払いレートに変更 

 

• 2020 年 10 月 1 日～10 月 31 日： 

2020 年 9 月四半期の実際の売上高減少を対象期間と比較、その情報を税務署へオンライン報告 

 

• 2020 年 10 月 1 日～10 月 14 日： 

2020 年 9 月分の JobKeeper 支給を受け取るための月次申請 

  

• 2020 年 10 月 31 日まで： 

10 月中の JobKeeper 対象期間の最低給与条件を満たす（対象となる従業員がいる雇用主のみ） 

  

• 2020 年 11 月 1 日～11 月 14 日： 

2020 年 10 月分の JobKeeper 支給を受け取るための月次申請（JobKeeper 延長 1 の対象ビジネスのみ）。

また、対象となる従業員・business participant の Tier1 か Tier2 （高い・低いレート）も同時に 通知。 
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JobKeeper （2020 年 9 月 27 日終了の当初からのプログラム） 

 

2020 年 7 月 1 日時点で雇用されていた従業員が 2020 年 8 月 3 日（JobKeeper fortnight #10）より開始する                    

2 週間毎の JobKeeper プログラムの対象となる対象基準の変更が 2020 年 8 月 7 日に発表されました。             

これにより、下記を含めた状況で新たな従業員・Business Participant が JobKeeper の対象になる可能性が                            

出ました。 

 

 2020 年 3 月 1 日～7 月 1 日期間中から新しく雇用されている full time / part time の従業員 

 2020 年 7 月 1 日の時点で 12 ヶ月以上雇用されている定期的なシフトがある casual 

 2020 年 7 月 1 日時点で 18 歳になっている従業員 

 2020 年 7 月 1 日時点で 16 歳となり、独立されている、または、フルタイムの学生ではない 

 2020 年 7 月 1 日時点でビザの条件をクリアしている従業員 

 2020 年 7 月 1 日以前に当初は別のビジネスから JobKeeper 支援を受けられていた従業員で、                 

雇用が終了されている場合は、新たな雇用主から nominate が可能 （ただし、1 つの雇用主のみ             

からしか nominate は不可） 

 

政府は当初の JobKeeper 制度をまとめ、次のように説明しました。 

 

• 約 960,000 のビジネスが JobKeeper に登録されており、350 万人の労働者が支給されていた 

• 労働者の約 4 人に 1 人が通常支給されている賃金よりも約$550 多く JobKeeper から支給されていた 

 

更に 8 月 7 日発表の変更により、国家の予算から$15.6 billion が追加され、JobKeeper プログラムに関しての 

総費用は$101 billion になるのではないかと予想されています。また、追加分のうち$13 billion がビクトリア州の

ビジネスに提供されるのではないかと検討されています。 

 

 

JobKeeper 延長 1 + 2 （2020 年 9 月 28 日～ 2021 年 3 月 28 日期間） 

 

JobKeeper の延長は、2 種類のレートで、以下期間中に支給されます。 

 

Required

act ion
JobKeeper  for t night  per iods 

JobKeeper  

For t night

Turnover

Reduct ion Test
JobKeeper  rat es

B efo re 11 Oct 2020 28 September 2020 – 11 October 2020 14

B efo re 25 Oct 2020 12 October 2020– 25 October 2020 15

B efo re 08 N o v 2020 26 October 2020 – 8 November 2020 16 Tier 1: $1,200
B efo re 22 N o v 2020 9 November 2020 – 22 November 2020 17 Tier 2: $750
B efo re 06 D ec 2020 23 November 2020 – 6 December 2020 18

B efo re 20 D ec 2020 7 December 2020 – 20 December 2020 19

B efo re 03 Jan 2021 21 December 2020 – 3 January 2021 20

B efo re 17 Jan 2021 4 January 2021 – 17 January 2021 21

B efo re 31 Jan 2021 18 January 2021 – 31 January 2021 22

B efo re 14 F eb 2021 1 February 2021 – 14 February 2021 23 Tier 1: $1,000
B efo re 28 F eb 2021 15 February 2021 – 28 February 2021 24 Tier 2: $650
B efo re 14 M ar 2021 1 March 2021 – 14 March 2021 25

B efo re 28 M ar 2021 15 March 2021 – 28 March 2021 26

Jul - Sep 2020 

quarter

 only

Oct - Dec 2020 

quarter

 only
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延長１：    2020 年 9 月 28 日から 2021 年 1 月 3 日まで、 

 

売上高の減少:  

 

延長対象となるためには、2020 年 7 月 ～ 9 月期間の四半期の売上高が実際に減少していたことを証明する                

必要があります（比較対象期間は、通常 2019 年 7 月～9 月。特例により、その他の期間の場合も）。 

 

 

JOBKEEPER レート:  

 

• TIER 1 レートは $1,200 で、対象者は、  

 

o [対象従業員] ⇒ 2020 年 3 月 1 日、または、7 月 1 日以前での最後の給料対象期間での 4 週間

で、80 時間以上勤務されていた（代替期間が適用される場合も） 

 

o [対象 business participant] ⇒ 2020 年 2 月中に 80 時間以上、ビジネスに積極的に従事・              

活動されていた（代替期間が適用される場合も） 

 

• TIER 2 レートは $750 で、上記対象外の従業員、経営者（business participant） 

 

 

 

【延長 2】    2021 年 1 月 4 日から 2021 年 3 月 28 日まで、 

 

売上高の減少:  

 

延長対象となるためには、2020 年 10 月 ～ 12 月期間の四半期の売上高が実際に減少していたことを証明する                

必要があります（比較対象期間は、通常 2019 年 10 月～12 月。特例により、その他の期間の場合も）。 

JobKeeper 延長 1 の対象ではないビジネスでも、売上高減少の場合は対象となります。 

 

JOBKEEPER レート:  

 

• TIER 1 レートは $1,000 で、対象者は、  

 

o [対象従業員] ⇒ 2020 年 3 月 1 日、または、7 月 1 日以前での最後の給料対象期間での 4 週間

で、80 時間以上勤務されていた（代替期間が適用される場合も） 

 

o [対象 business participant] ⇒ 2020 年 2 月中に 80 時間以上、ビジネスに積極的に従事・              

活動されていた（代替期間が適用される場合も） 

 

• TIER 2 レートは $650 で、上記対象外の従業員、経営者（business participant）  
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売上高の減少テスト 

 

2020 年 9 月 28 日以降も JobKeeper 延長の対象となるには、適性テストを再度行い、以下の売上高減少を                          

実証する必要があります。 

 

• 売上高が$1 billion 以下のビジネスは、30％以上の減少 

• 売上高が$1 billion 以上のビジネスは、50％以上の減少 

• ACNC-registered charities の場合は、15％以上の減少 

 

上記は、売上高の予測額ではなく、該当する期間の GST 法上での売上高の実績で証明される必要があります。 

 

また、売上高の計算には、GST 報告目的で使用されているのと同じ会計基準（BAS に記載されている、             

Cash <現金>・Accrual <発生> 主義）を使用する必要があります。 したがって、売上高の計算は、 

 

• BAS に従い、total sales（G1）から GST payable（1A）を差し引いた非常に近い金額 

• 固定資産の売却額を含める必要がある 

 

もしビジネスが GST 制度に登録されていない場合は、売上高は現金ベース (Cash)、または、発生ベース（Non 

Cash）のどちらでも使用可能です（ただし、所得税と同様な計算方法を使用されることにより、計算が多少   

シンプルになるはず）。 

 

指定されているパーセンテージでの減少を計算するには、通常、以下の期間の GST 売上高と比較する必要が   

あります。 

 

• （JobKeeper 延長 1 の場合）2019 年 9 月 30 日までの四半期、および、 

• （JobKeeper 延長 2 の場合）2019 年 12 月 31 日までの四半期 

 

 

上記の 2019 年 9 月 30 日、または、12 月 31 日までの四半期が、通常時のビジネス取引以外の出来事や状況に                 

基づき、適切な比較期間ではない場合のみ、以下にある 代替テスト（ALTERNATIVE TESTS）の 1 つを                 

使用されることも可能です。 

 

1. 2020 年 3 月 1 日以前ではあるが、比較期間開始後にビジネスが開始された 

2. ビジネスの買収、または、売却により、売上高の変化 

3. ビジネスの再編 (restructure) により、売上高の変化 

4. 売上高が大幅に増加したビジネス 

5. 干ばつ、自然災害などの影響を受けたビジネス 

6. 売上高が不規則なビジネス 

7. 病気、怪我、休職中であった（Sole trader・小規模 Partnership のみ） 

 

 

 

 

 

 

https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/In-detail/Actual-decline-in-turnover-test/
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【対象従業員】Tier 1 レート 

 

延長期間中、対象従業員は以下の基準に基づき、「28 日間の参照期間」（28-day reference period）中に、 

80 時間以上勤務されていた場合のみ、TIER 1 レートが適用されます。  

 

• 実働時間  

• 有給休暇時間（無給休暇は含まれない） 

• 祝祭日の欠勤時で有給であった時間 

 

「28 日間の参照期間」とは、2020 年 3 月 1 日か 2020 年 7 月 1 日以前（どちらでも）、最後に完了していた、

給与のベースとなる勤務周期サイクルの最終日を 28 日目とする期間を基準としています。尚、80 時間の            

基準値は、28 日参照期間のいずれかの期間のみで満たす必要があります。 

 

フルタイム従業員の「28 日間の参照期間」での 80 時間以上を計算することは、おそらくさほど複雑では                 

ありませんが、もし対象従業員が以下の 1 つ以上に該当する場合は注意が必要です。 

 

• パートタイム、または、長期のカジュアル 

• stood down、または、無給休暇中 

• 給与が月給制である 

• 給与が時給制ではない 

• 労働時間の証明としての記録が不十分 

• 他の対象従業員とは異なる給与周期 

• 給与計算周期の終了日と給与支払日が異なる場合 

 

給与が月次であれば、80 時間の基準値を満たすことには、最低でも以下の勤務時間をクリアする必要が           

あります。  

 

月給給与での周期日数          月給周期での時間数 

29                                                   82.86 

30                                                   85.72 

31                                                   88.58 

 

例: 
 

従業員の給与が 2 週間毎の場合、 

2020 年 2 月中の最後の給与周期が 19 日付で終了したとすると、3 月 1 日以前の給与周期での「28 日間の参照

期間」は、1 月 23 日～2 月 19 日となる。 

 

従業員の給与が月給制の場合、 

給与周期が毎月末日で終了していたとすると、3 月 1 日以前の給与周期での「28 日間の参照期間」は、                    

2020 年 2 月 1 日 ～ 2 月 29 日（29 日間）となる。  

 

また、仮に従業員の 2020 年 2 月中の勤務時間を 81 時間とした場合、3 月 1 日以前の給与周期での労働時間

は、日割計算で 81×28÷29＝78.2069 時間となり、80 時間の基準値を満たさないことになる。 

https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/80-hour-threshold-for-employees/?utm_source=exacttarget&utm_medium=email&utm_term=All%20Subscribers&utm_content=Information+on+how+to+meet+the+80-hour+threshold+for+employees+in+the+JobKeeper+program&utm_campaign=CPA+Tax+News+ed+37+September+24_24-September-2020#Paidpublicholidayabsence:~:text=28%2Dday%20reference%20period,-There
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/80-hour-threshold-for-employees/?utm_source=exacttarget&utm_medium=email&utm_term=All%20Subscribers&utm_content=Information+on+how+to+meet+the+80-hour+threshold+for+employees+in+the+JobKeeper+program&utm_campaign=CPA+Tax+News+ed+37+September+24_24-September-2020#Paidpublicholidayabsence:~:text=28%2Dday%20reference%20period,-There
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また、従業員が、以下の条件に当てはまる場合は、「代理参照期間 (alternative reference period)」も考慮              

できます（適用方法は税務署のリンクより）。 

 

• 80 時間の基準値を満たしていない、および、  

• 3 月、または、7 月以前の参照期間が状況的に適切ではない場合 

 

さらに、28 日間の参照期間中（代理参照期間も含む）に 80 時間の基準値が満たされていたかどうかを確認する

ための勤務時間記録が不足していたり、破棄されていた場合などでは、以下のいずれかを満たすことが可能で                      

あれば、TIER 1 レートが考慮されることもあります。 

 

1) 「28 日間の参照期間」中に $1,500 以上の給与が支給されていた場合（JobKeeper top-up 分は $1,500  

から除外） 

 

2) 「28 日間の参照期間」に 80 時間以上の勤務を義務付ける同意書などがある場合 

 

3) 従業員が「28 日間の参照期間中」に少なくとも 80 時間勤務されたと合理的に想定できる場合 

 

対象従業員が、「28 日間の参照期間」（alternative reference period 期間も含む）での 80 時間の基準値が                     

給与記録、または、上記のいずれかを使用の上でも満たすことができない場合、TIER2 レートを受け取ることに

なります。  

 

最後に、新たに JobKeeper の対象となる従業員でない限り、延長期間の対象となる従業員は 

nomination form を再記入する必要はありません。 

 

 

 【対象 business participants】Tier 1 レート 

 

対象 business participants は、2020 年 2 月の 29 日間に 80 時間以上、ビジネスに「積極的に従事・活動」         

(actively engaged) されていた場合のみ、TIER 1 のレートが適用されます。  

 

また、business participant が、以下の条件に当てはまる場合は、「代理参照期間 (alternative reference period)」も

考慮できます。 

 

• 80 時間の基準値を満たしていない、および、  

• 2 月の参照期間が状況的に適切ではない場合 

 

対象 business participant がビジネスに「積極的に従事・活動」されていた時間には、サービスの提供や商品の           

販売に費やした勤務時間のほか、経営・管理業務に費やした時間も含まれます（他のビジネスオーナーに        

簡単なアドバイスを提供されたり、非勤務時間中にビジネスについて考えていたりするだけでは不十分）。      

ビジネスに「積極的に従事・活動」されていた証拠としては、以下のようなものから証明できるのではないか

と考えられます。 

 

• 業務日誌・スケジュール帳・日報 

• 発行された請求書に記載されている請求対象時間 

• タイムシート、または、出勤記録 

https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/80-hour-threshold-for-employees/?anchor=Alternativereferenceperiod#Alternativereferenceperiod
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/80-hour-threshold-for-employees/?anchor=Alternativereferenceperiod#Alternativereferenceperiod
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/Insufficient-records---higher-tier-1-payment-rate/#Eligibleemployeepaid1500ormore
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/Insufficient-records---higher-tier-1-payment-rate/#Eligibleemployeepaid1500ormore
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/Insufficient-records---higher-tier-1-payment-rate/#Writtenagreementtowork80hoursormore
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/Insufficient-records---higher-tier-1-payment-rate/#Reasonableassumptions
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Payment-rates/80-hour-threshold-for-employees/?anchor=Alternativereferenceperiod#Alternativereferenceperiod
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Partnerships,-trusts-and-companies/#Workoutyoureligibility:~:text=Actively%20engaged,-An
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Partnerships,-trusts-and-companies/#Fortnightsfrom28September2020:~:text=If%20your%20eligible%20business%20participant%20does,satisfied%20using%20an%20alternative%20reference%20period
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Partnerships,-trusts-and-companies/#Fortnightsfrom28September2020:~:text=If%20your%20eligible%20business%20participant%20does,satisfied%20using%20an%20alternative%20reference%20period
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Partnerships,-trusts-and-companies/#Workoutyoureligibility:~:text=Actively%20engaged,-An
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• 顧客、従業員、サプライヤーとの電子メール 

• その他のビジネス、または、法定目的のために作成されていた記録 

 

参照期間中に 80 時間以上ビジネスに積極的に従事・活動されていたこと証明のため、business participant は 

書面で同意書を作成する必要があります。同意書には、以下が含まれている必要があります。  

 

• business participant の氏名 

• 電話番号、および／または、メールアドレス 

• 参照期間中、積極的にビジネスに従事・活動されていた時間が 80 時間以上であるとの記載（この結論

がどのようになされたかを示す記録を保持されることは必要） 

 

残念ながら、税務署によって定義される必要な証拠の明確なガイドラインがないため、business participant が     

積極的にビジネスに従事・活動されていたのが 80 時間以上と正確に証明する記録の資質については、                    

不明確な点が残ります。 

 

Business participant が参照期間中に、ビジネスに積極的に従事・活動されていたのが 80 時間未満で、                 

TIER 2 レートを単に受け取る場合は、書面による同意書を作成する必要はありません。  

 

** 要更新：Business participant 向けの同意書のテンプレートは、公開されていません 

 

 

 

重要な日付と通知事項 

 

2020 年 9 月～11 月期間中での JobKeeper 延長 1 の重要日程は以下のようになります。 

 

• 2020 年 9 月 27 日： 

 

JobKeeper 延長 1 の対象とならない場合は、JobKeeper プログラムは終了となります（後に延長 2 の対象となる

可能性はありますが）。および、  

 

o 対象従業員に、この日以降の「JobKeeper top-up」分は、支給されないと通知 

 

 

• 2020 年 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日： 

 

ビジネスが既に JobKeeper 制度に登録されており、延長 1 の期間中も JobKeeper 支給を請求続ける場合は、                  

以下を行う必要があります。 

 

o 2020 年 9 月四半期の実際の売上高減少を対象期間と比較、 

o 売上高減少の情報を Business Portal、または、登録税理士から税務署に報告 

o 対象従業員と business participant に対して、JobKeeper TIER 1 か TIER 2 のどちらが適用されるか確認 

o 対象従業員に、お支払いされる JobKeeper の支給額を通知 

o 対象従業員に、もし top-up が保留され、遅れて 10 月 31 日までに支払われる場合は通知（下記参照） 
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• 2020 年 10 月 31 日まで： 

 

税務署が JobKeeper 支払いを返金するには、TIER 1、および、TIER 2 の最低レート（税引前）を従業員に既に 

支払い済みであることが条件となります。しかしながら、以下の期間については、2020 年 10 月 31 日までに 

支給されることを条件に、10 月中の 2 週間毎の最低条件が遅れていても税務署は例外を認めます。 

 

o 2020 年   9 月 28 日 ～ 10 月 11 日  

o 2020 年 10 月 12 日 ～ 10 月 25 日 

 

 

• 2020 年 11 月 1 日～11 月 14 日：  

 

延長 1 の期間中である 2020 年 10 月分の JobKeeper 支給を申請するには、以下のことを行う必要があります。  

 

o 2020 年 10 月分の月次申請の提出  

o 月次申請で、対象従業員・business participant ごとに TIER 1、または、TIER 2 を通知 

o business participant には、税務署に JobKeeper レートを通知してから 7 日以内に、個人にも TIER 1 、              

または 、TIER 2 のレートかを書面で通知する必要がある 

 

 

 

その他の重要なポイント 

 

JobKeeper 制度への新規登録 

 

既存の対象条件と延長期間中の追加の売上高テストを満たしている限り、ビジネスは新たに JobKeeper 制度への

登録を引き続き受け付けています。 

 

• sole traders の JobKeeper 対象条件 

• パートナーシップ、会社、トラストの JobKeeper 対象条件 

 

また、ビジネスが延長 1 の対象ではないが、延長 2 の対象となる場合、2021 年 1 月からの JobKeeper に再度 

登録する必要はありません。 

 

 

Fair Work の条件 

 

当初の JobKeeper プログラムの対象となっていたが、今回の延長の対象とならない場合でも、売上高が 10%以上 

減少しているビジネス（「legacy employers」）であれば、さらに 6 ヶ月間、一時的な Fair Work Act の条件を 

利用することができます。 

  

 

 

 

 

https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Sole-traders/
https://www.ato.gov.au/General/JobKeeper-Payment/Partnerships,-trusts-and-companies/
https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/legacy-employers
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「Legacy employers」とは、 

 

• 2020 年 9 月 28 日以降、多少の変更がある JobKeeper enabling directions（例：労働時間の変更、                

部分的な stand down などの有効化指示）にアクセス可能   

  

• 雇用主と独立性がある登録税理士 (tax agent)、BAS エージェント、公認会計士から「10％の売上高減少 

テスト証明書 (10% decline in turnover test certificate)」を取得する必要がある（従業員数が 15 人未満

の場合、雇用主が 10％の減少を証明するための statutory declaration を作成されることでも対応可能） 

 

………………………………………………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

上記の内容で何かご不明な点、更にサポートを必要とされる方は、ご遠慮なく 03 9500 2097 (伊藤)まで 

お問い合わせください（留守の場合は、折り返し希望の時間帯を含めたメッセージを残していただくよう 

お願いいたします）。 

 

それでは、皆さまのご安全をお祈りしております。 

 (更新：2020年 9月 24日) 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Disclaimer: 

本資料は、上記の更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、        

専門の会計士・登録税理士にご相談ください。 

 

KUYAMA ITO & CO PTY LTD 

久山・伊藤会計事務所 
代表: 伊藤 義文 CPA  

 

事務所住所:   

Suite 1a, 39a Glenferrie Road,  

Malvern VIC 3144, AUSTRALIA 

 

郵便先住所:   

PO Box 424,  

Malvern VIC 3144, AUSTRALIA 

 

Tel:  + 61 03 9500 2097 

Email:   support@kuyamaito.com.au 

Web: http://kuyamaito.com.au 

 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation.                                                                                   

 

サイトでの記事詳細 

 

https://www.kuyamaito.com.au/jobkeeper2?lang=ja
https://www.kuyamaito.com.au/jobkeeper2?lang=ja
https://www.kuyamaito.com.au/jobkeeperextension

